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ゞ
一
ゞ
〃
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一
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″
一

同
一
五
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一
三
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〃

〃

」
‐
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’
１
ｈ
瓦
孟
邨
時
垂
爵
呵
恥
歴
Ｖ
｜
ユ
孔
だ
仙
喘
日
司
赴
曲
狸
・
’
・
も
４
一
目
４
１
九
Ｆ
ｆ
、
１
、
哺
酌
‐
■
叱
呼
丁
弘
叫
凸
叩
宜
呂
岳
胃

法 務 省
一一F三毒 F＝＝ ･ 弓ごもこ｡ ■ ･ ■■→

一

本
籍

出
生
地

現
住
所

年

Ｐ
日
・
巳
一
■

豐| " |H| " |当|聖
四
六

一
一

一
月

九
一
三
○
一
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

二
二
｛
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

コ
コ
ロ
ロ
コ
コ
ロ
■
■
ロ
ー

Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ト
ト
ｈ
Ⅱ
Ｌ
泊
１
町
町

１

ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
心
’
１
１
－
１
１

四
一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

四

一
〉
七
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

〃
一
八
一
検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

三
二
七
一
広
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

“ｒ１１

Ⅱ１

．

壱
二
二
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

二
一
た
だ
し
期
間
は
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
日
ま
で
と
す
る

三

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

広
島
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

日

一

一

四

二

五

一－

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

浦
和
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

咄
甲
脚
・
且
四
座
，
冊
Ｏ
Ｌ
Ｆ
唱
阻
‐
ロ
己
で
ｎ
口
哩
矼
一
肝
凹
山
‐
“
Ｏ
可
用
『
』
０
，
曲
幽
■
ゞ
且
」
巴
晶
Ｐ
：

事

Ⅱ
Ｊ
一
一

氏出
生
年
月
日

旧
氏
名

i 項

名

但庵昭
和
一
八
年
七
月
一
日

t

木き
↓

－－

司
法
試
験
管
理
委
員
会
一

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
検
察
庁
一

庁

け
敬ぃ〃〃〃 〃

い

ち

園
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声

昭
和
弔
丑
一
六
一
七
一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

刑
Ｌ
ｒ
Ｆ
邪
当
ｒ
田
叫
日
り
ぃ
。
呪
‐
｝
曲
１
ｋ
‐
Ｉ
Ｆ
用
ｉ
眠
訓
〒
Ｉ
Ｆ
血
と
訂
中
羽
Ｆ
Ｆ
↑
別
凹
■
『
工
一
吋
Ｍ
ｎ
『
㎡
ｆ
泪
岬
丘
↑
皿
冗
｝
や
■
０
‐
申
旦
貞
舐
守
口

年
一
月
一

五
一

一

五
四五

五
一
一

〃 〃〃〃〃

七三五’四
ー

／、五
一

一

〃

日！二
六
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

九

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
）
に
併
任
す
る

四
一
一
検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

ｒ

一

。
併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一

五 五

一
一
一

一

出
張
期
間
は
昭
和
五
一
年
六
月
二
三
日
か
ら
同
五
二
年
六
月
二
二
日
ま
で
と
す
る

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

併
任
の
期
間
は
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

事

項

－

＃
３
．
Ｇ
■
■
Ｊ 但

木
敬
一
一

一
庁
名
一
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昭
和
五
六

年
五
九

六一

一

四

二

″
一

一
ハ
｜

一
一

〃

一
ハ
ー
ー

〃〃

一

二

一

〃〃

ロ
凸
堀
陛
Ｐ
に
Ｌ
Ｐ
罷
酔
隅
呼
‐
乱
Ｌ
弘
岡
■
■
四
回
ロ
■
■
羽
川
口
１
日
Ｂ
ｐ
ｌ
Ｉ
’
１
１
１
１
４
旧
１
１
１
１
１
吋
ｌ
、
可
ｌ
１
１
Ｊ
１
ｊ
ｊ
ｌ
ｌ
１
Ｉ
ｆ
ｒ
ｆ
礼
１
４
Ｌ
１
日

}

一
一
圭

一
一
一四

一
二
一
法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

〃

一
一
一
ハ三一

事

ｏ
ｊ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
日
Ⅲ
日
Ｈ
Ｈ
Ｉ
１
句
吟
靴
静
Ｆ
１
尾
啼
肘
。

。
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
ｑ
ｄ
３
Ｈ
日
田
郡
乢
川
馴
肌
制
墹
珊
穆
Ｐ
Ｒ
ｕ
Ｐ
ｈ
偶
に
Ｋ
Ｐ
Ｈ
Ｉ
則
■
１
■
弔
川
咀
厘
■
■
■
■
■
０
争
闘
刊
Ⅱ

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
人
事
課
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
参
事
官
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
一
年
六
月
二
三
日
か
ら
同
年
七
月
一
六
日
ま
で
と
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
三
日
か
ら
同
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

期
間
は
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
八
日
ま
で
と
す
る

弁
護
士
登
録
審
査
会
予
備
委
員
に
委
嘱
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る
．

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
懲
戒
委
員
会
委
員
及
び
外
国
法
事
務

｡

項

il
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務務務

省省

〃 〃〃〃〃
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一今

○ 〃 五 四

一

○ 四 四 九 八
｛
ハ

月

萱

五

二皇

四

一
一

今
一
一

△

一 二

○
▲

二
、

C

全

a

L

七 三
日

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
二
年
五
月
二
八
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
二
年
五
月
二
四
日
か
ら
同
月
二
八
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
平
成
元
年
一
○
月
二
八
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

任
期
は
平
成
元
年
四
月
一
日
よ
り
同
三
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

弁
護
士
登
録
審
査
会
予
備
委
員
に
委
嘱
す
る

日
本
弁
護
士
連
合
会
外
国
法
事
務
弁
護
士
懲
戒
委
員
会
委
員
及
び
外
国
法
事
務

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

（
期
間
は
昭
和
六
二
年
九
月
六
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

出
張
期
間
は
昭
和
六
二
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

任
期
は
昭
和
六
二
年
四
月
一
日
よ
り
同
六
四
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る

事

項

外
務
省

〃 〃

法
務
省

日
本
弁
護
士
連
合
会

法
務
省

外
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

ｌ
Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｊ
１
ｌ
ｊ
１
ｌ
４
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｊ
‐
ｌ
Ｉ
０
Ｉ
１
Ｉ
ｉ
Ｉ
１
Ｉ
‐
’
’
１
．
Ｉ
ｊ
Ｉ
４
４
ｌ
Ｉ
１
４
１
１
Ｉ
１
Ｉ
‐
１
１
４
１
－

日
本
弁
護
士
連
合
会

庁
名
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〃 〃 四 〃 〃 〃 〃 〃 ~二

平
成
二

年

〃 〃 四 九 五 〃 四 四
一
一
一

二

○
I

D

月

一 ＝

○ 〃
一
一
一

_皇

○

一
一
一

一一一

▲

一
一
ハ 四

凸

鼻_二

○

一

○
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

■
寺

員
会
日
本
代
表
を
委
嘱
す
る

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
長
に
充
て
る

併
任
の
期
間
は
平
成
三
年
一
二
月
一
三
日
ま
で
と
す
る

平
成
三
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
省
刑
事
局
刑
事
課
長
に
充
て
る

■

q
･

~

●■

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
司
法
法
制
課
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

出
張
期
間
は
平
成
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
同
月
二
九
日
ま
で
と
す
る

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
出
張
を
命
ず
る

（
期
間
は
平
成
二
年
一
○
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
）

外
務
事
務
官
（
北
米
局
）
に
併
任
す
る

’
1

1

出
張
期
間
は
平
成
二
年
一
○
月
二
九
日
か
ら
同
年
二
月
三
日
ま
で
と
す
る

事

項

法
務
省

外
務
省

.〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

法
務
省

外
務
省

法
務
省
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〃 七 〃
一
ハ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 五 〃

平
成
四
年

一 ユ

○ 言 四
一

▲

一
一

一
一

〃
｛
ハ 〃 〃 四 〃 五

月

ユ

ユ

ー

○

▲

○
ぬ

▲

▲

○ 五

△

四 四 〃 〃 五

一

一

八

一

五
日

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

由
■

国
民
生
活
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

公
証
人
審
査
会
委
員
に
併
任
す
る

中
央
防
災
会
議
事
務
局
局
員
に
任
命
す
る

税
制
調
査
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

併
任
の
期
間
は
平
成
五
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

副
検
事
選
考
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

員
会
日
本
代
表
の
委
嘱
を
解
く

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
の
補
助
機
関
た
る
刑
事
裁
判
管
轄
権
分
科
委

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

併
任
の
期
間
は
平
成
四
年
二
一
月
三
一
日
ま
で
と
す
る

検
察
官
特
別
考
試
審
査
会
臨
時
委
員
に
併
任
す
る

事

項

内
閣

〃

法
務
省

〃

内

閣

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

外
務
省

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁
名
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木
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一
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7丁

〃 〃 〃

一

○ 〃 〃 〃 九 〃 〃

平
成
八

年

〃 呈二 〃
二口 〃

=－一 ▲

一
一 七 え 七 四

二

月

－ 生

○
一
ハ

一
一
一
一

一

一
一

－毛

九

今

五 七

_ミ

-IZ 今 五
一

日

同
会
議
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
第
二
○
条
に
よ
る
合

協
定
第
二
五
条
に
よ
る
合
同
委
員
会
日
本
政
府
代
表
代
理
を
命
ず
る

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

第
一
四
二
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

税
制
調
査
会
幹
事
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
大
臣
官
房
長
に
充
て
る

法
務
事
務
官
（
法
務
大
臣
官
房
付
（
特
命
調
整
担
当
）
）
に
併
任
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

国
民
生
活
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

●
『

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
の
併
任
を
解
除
す
る

大
分
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

公
証
人
審
査
会
予
備
委
員
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
に
充
て
る
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十丁

一

一
一
日

高
齢
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

公
害
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

司
法
試
験
管
理
委
員
会
委
員
長
に
併
任
す
る

倫
理
監
督
官
を
命
ず
る

法
務
事
務
次
官
に
任
命
す
る

公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
に
指
名
す
る

課
長
依
命
通
知
に
よ
り
法
務
大
臣
官
房
は
法
務
省
大
臣
官
房
と
な
っ
た

平
成
三
一
年
一
一
月
一
五
日
付
け
法
務
省
秘
企
第
九
一
九
号
法
務
大
臣
官
房
秘
書

平
成
一
三
年
一
月
五
日
限
り
を
も
っ
て
法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
は
終
了
し
た

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

対
外
経
済
協
力
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

事
務
代
理
の
期
間
は
平
成
二
年
九
月
四
日
ま
で
と
す
る

法
務
事
務
次
官
原
田
明
夫
外
国
出
張
に
つ
き
同
事
務
次
官
事
務
代
理
を
命
ず
る

第
一
四
五
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
四
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る

第
一
四
三
回
国
会
政
府
委
員
を
命
ず
る
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少
子
化
社
会
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

：
ル
ー
〃
一
二
二
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

〃

ド
ト
日
－
１
１
事

一
中
央
交
通
安
全
対
策
会
議
幹
事
に
任
命
す
る

五
一
二
九
一
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
設
立
委
員
に
任
命
す
る

〃

一
一
ハ

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
設
立
委
員
に
任
命
す
る

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
設
立
委
員
に
任
命
す
る

消
費
者
保
護
会
議
幹
事
に
任
命
す
る
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